
平成 24年 3月 13日 
会員各位 
 平成 24年 1月 14日の開催の理事会で、次年度以降のＴＥＣＡ活動の方向について議論を行
いました。その結果、“認定ＮＰＯ法人化”は活動結果として成すものとの昨冬の役員懇談会時

での整理を踏まえ、更には「財務体質強化」は営業活動と業取組みコア体制を事前に行うこと

が不可欠なので、その方向での組織づくりをするべきとのこととなり、 
・組織を改定し、大きな４つの部門に編成替えを行う。 
・新組織の部門の仮名称は 

①技術・ＭＧ部門、②自然保全活動部門、③交流推進部門、④事務管理部門 
 とし、各々の部門においては企画と営業を含めた部門内での一線完結型で事業取組みを進める 
 とのことで方針確認を行い、ここに皆様のアンケート結果を取り込み、更に具体的に検討を進 
 めてきましたが、3月 10日の理事会で以下のような体制で行うことの正式決定をいたしました。 
  この新体制へ向けた役員配置については、5月 12日に開催予定の“ＴＥＣＡ定期総会”での 
 議決事項となりますので、予めお知らせを致します。 
 

【ＴＥＣＡの 24年度以降の活動態勢について】 
 事務管理部門 交流推進部門 

 
所

管

の

主

な

業

務 

① 外部組織からの依頼等の受付窓口機能 
② 定例会、及び、総会の準備作業と調整 
③ ＴＥＣＡ学習会の企画・準備作業 
④ 組織強化、会員増強に関する取組み 
⑤ 機関紙発行、パンフレット作成等の広報作業 
⑥ ＭＬ管理、ＨＰ運営（県庁ＨＰ登録を含む） 
⑦ その他、活動全般に関する全体的な調整と事務 
⑧ ＮＰＯ法人事務局と右記の各部門の事業推進

にかかる支援とＴＥＣＡの会計処理 

① 環境関係の他団体との交流推進活動 
② エコツーリズムへ向けた取組み推進 
③ 環境政策の検討・提言作業 
④ 行政等を含む他団体主催の各種イベントへの

出展対応 
⑤ ＥＣＵ主管事業との協同事業対応 
⑥ 事業内の収支管理 
 

               【ＴＥＣＡの事業展開組織】 
①活動の弾力性と柔軟性を発揮のため部門制を導入 
②部門内で事業を一線完結的に実施 
③執行役制度は継続実施 

 
 自然保全活動部門 技術・ＭＧ部門 

 
所

管

の

主

な

業

務 

① 探勝会等、自然環境学習の支援に関する企画、

指導活動 
② 自然環境保全活動への参加 
③ 自然環境保全活動の企画、指導 
④ 指導者のスキルアップ研修の実施 
⑤事業内の収支管理 

①とちぎ環境産業振興会活動対応 
②省エネ活動の支援対応 
③各種の環境保全技術支援対応と企画・情報  
 発信 
④ＣＰＤ研修の企画・運営 
⑤環境マネージメントの普及啓発活動 
⑤ エコアクション 21取組み指導・助言・制度  
 の推進と支援活動 

 ⑦ISO14001推進指導・助言 
⑧事業内の収支管理 

 



平成 24年 3月 26日 
 

【部門制度での活動の進め方】（補正案） 
 

事務局 
 

  他組織からの協力依頼   年間計画予定の事業 
 

専務理事 
 
    事業の適確性検討  講演依頼等       
 
 
    担当部門振り分け         
           所管部門長へ連絡     
                     各部門 

 
              部門内での取組み協議   … 分担、相手先調整等 

 
 
 

          見直し 
 

・        …必要に応じ外部協力要請 
 
 

                            
                         … 
    着手時／節目段階 
         
 

 
 
 
 
事務管理部門 
 
                 専務理事は必要に応じ事務局長へ指示 
              …  ＩＴ運営者は事業取組みをＨＰ掲載 
              
              …  TECA 組織としての会計処理 

部門長承認 

・担当メンバー編成 
・部門内の収支計画        

※各部門間で横断的な対応

を要する場合は、専務理事

が関係部門長と協議・調整 

途中での進行模様報告 
※計画・実施等の状況は、各部

門長または各部長の指示に

より実施担当者（執行役等）

が、適宜に定例会で報告。 

事業（活動）実施  

・専務理事へ報告   

・ＩＴ運営者へ連絡   

・会計理事へ報告

（予算・収支） 

事業報告書（必要に応じ）の作成 

事業実施完了報告 
 ／決算報告書に反映 




